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ｉのぞみネット契約約款 

 

第 1 条（約款の適用） 

  株式会社ファミリーネット・ジャパン（以下「当社」といいます。）は、電気通信

事業法（昭和５９年１２月２５日法律第８６号）その他の法令の規定に基づき、こ

のｉのぞみネット契約約款（以下「本約款」といいます。）を定め、これによりイ

ンターネットサービス「ｉのぞみネット」を提供します。ただし、別段の合意（電

気通信事業法第１９条第３項の規定に基づくものを含みます。）がある場合は、そ

の合意に基づく料金その他の提供条件によります。 

 

第２条（約款の変更） 

  当社は、本約款を変更することがあります。本約款を変更するときは、一定期間の

猶予を設けた上で、変更の効力発生時期を定め、本約款を変更する旨及び変更後の

本約款の内容並びにその効力発生時期を当社 web サイトに掲載又はその他の方法

により、契約者（第３条で定義されます。）へ告知するものとします。 

 

第３条（用語の定義） 

本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

（１）本物件：本サービスの提供対象となる集合住宅等をいいます。 

（２）本サービス：当社が本物件に対し提供するインターネットサービス「ｉのぞ

みネット」をいいます。 

（３）契約者：当社と本サービスに関する契約を締結している者をいいます。 

（４）会員：本約款に基づくインターネットサービスの利用者をいいます。 

（５）会員規約：当社が別途定める「ｉのぞみネット会員規約」をいいます。 

（６）設備機器：本物件に本サービスを提供する為のインターネット設備をいいま

す。 

（７）再委託者：当社が本サービスの一部又は全部を委託する第三者をいいます。 

（８）サービス料：契約者又は契約者が指定する第三者が、当社又は当社の指定す

る第三者に支払う本サービスの料金をいいます。なお、【別紙】「料金表」に

定めるものに代えて当社と契約者がｉのぞみネット契約に基づき【別紙】「料

金表」に定める金額以外の金額で合意した場合には、その額が適用されるも

のとします。 

（９）消費税等：消費税及び地方消費税をいいます。 

（10）管理者：契約者又は本物件に関して契約者との間で管理委託契約その他これ

に類する契約を締結している第三者をいいます。 
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（11）ｉのぞみネット契約：本約款の内容を承諾の上で、導入依頼書兼調査依頼書

及び導入申込書に基づき、当社と契約者との間で契約される本サービスに関

する契約をいいます。 

 

第４条（ｉのぞみネット契約の申込と承諾） 

１ ｉのぞみネット契約を申込書による方式によって締結するときは、ｉのぞみネット

契約を締結しようとする者は、本約款を承諾の上、当社所定の方法により申込みを

行うものとします。この場合、導入申込書が当社に到達した時点をもって、当社と

の間でｉのぞみネット契約が締結されたものとします。なお、ｉのぞみネット契約

は、導入申込書、電磁的記録その他の方法により締結されるものとします。 

２ 前項の申込みを行った者（以下「申込者」といいます。）が、本サービス提供開始

日の前日までの間に申込者都合により当該申込みのキャンセルを行った場合、キャ

ンセル手数料として５０，０００円に消費税等を加算した金額を、キャンセルした

日の属する月の翌月末日までに当社が別途指定する銀行口座に振り込む方法によ

り支払うものとします（振込手数料は申込者の負担とします。）。この場合、前項の

定めにかかわらず、当該申込者との間においてｉのぞみネット契約は、何らの通知

又は催告なしに解約されるものとします。 

３ 当社は、本サービスの提供開始日までに、契約者に次の各号のいずれかに該当する

事由が生じたときは、第１項の定めにかかわらずｉのぞみネット契約を直ちに書面

（電子メール等の電磁的方法を含みます。以下同じ。）により通知することにより、

解約する場合があります。なお、本サービスの提供開始日以降の解約については、

第２１条及びその他の規定に従うものとします。 

  （１）申込みの際に虚偽の事実を通知したことが判明したとき。 

 （２）申込者が、本サービスの料金その他債務の支払を現に怠り、又は怠るおそれ

があると当社が判断したとき。 

 （３）第１６条（契約者の協力）の規定に違反するおそれがあるとき。 

 （４）当社の電気通信サービスにおいて、過去に不正使用等により契約の解除又は

利用を停止されている事が判明した場合。 

 （５）申込者が反社会的勢力（第２２条第１項で定義される。）、公共の福祉に反す

る活動を行う団体、及びその行為者である場合、又は、反社会的勢力であっ

たと判明した場合。 

 （６）その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、又は支障を及ぼすおそれ

があると当社が判断したとき。 

 

第５条（本サービス） 
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１ 当社は、自ら又は当社が指定する第三者により、原則として会員向けに以下の各号

に定める内容を本サービスとして提供します。 

 (１)インターネット接続サービス 

 (２)ヘルプデスクサービス 

 (３)保守サービス 

２ 会員は、会員規約を遵守することにより、本サービスを利用できるものとします。 

３ 本サービスのうち、ヘルプデスクサービス及び保守サービスは、インターネット接

続サービスに付随するサービスとします。 

４ 本サービス以外の当社が提供するサービスを契約者が利用する場合には、当社と契

約者は別途契約を締結するものとします。 

 

第６条（インターネット設備） 

１ 当社は、本物件に本サービスを提供するために、設備機器を設置します。 

２ 前項の設備機器等の資産区分は導入申込書に記載するものとします。 

３ 本サービスを提供するための設備機器稼働にかかわる電力料金は契約者の負担と

します。 

４ ｉのぞみネット契約終了時、当社は当社の費用負担で当社資産区分の設備機器を撤

去しますが、LAN 配線及び専有部に設置の当社設備については、敷設状況、本物

件の構造等をふまえ、当社の判断で撤去又は原状復旧なく残置できるものとします。

なお、LAN 配線及び専有部設置の当社設備を残置する場合には、当社は当該設備

を契約者に無償譲渡するものとします。 

５ 前項の定めにかかわらず、当社と契約者との協議により当社設備を撤去するときは、

契約者は当社に対して撤去費用を支払うものとし、撤去に関する契約を別途締結す

るものとします。 

６ 契約者は、設備機器等の設置場所を当社に無償で提供するものとします。 

７ 契約者は、当社の承諾なしに設備機器及び LAN 配線の構成を変更してはなりませ

ん。当社の承諾なしに変更した場合、当社の判断により本サービスを継続して提供

できない場合があることを予め承諾するものとします。 

８ 本条に基づき本物件に工事が必要となる場合、契約者は当社が行う設計及び施工内

容を事前に確認のうえ、特段の事由がない限り同意するものとします。 

９ 工事費を契約者が負担する場合は、当社と契約者との間で別途工事請負契約を締結

するものとします。当該工事請負契約を締結するときは、工事請負契約約款が添付

された当社所定の注文書及び注文請書を取り交わすことより契約を行うものとし

ます。 
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第７条（本サービス提供開始日） 

１ 当社は、本サービスの提供開始日が確定したときに、契約者に対して通知するもの

とします。ただし、通信回線工事の遅延、その他の正当な理由があるときは、当社

は、契約者に対して事前に通知することにより、サービス開始日及び課金開始日を

変更することができるものとします。 

２ 契約者は本物件に関する募集広告等に本サービス導入を謳う場合には、本サービス

の提供開始日が変更になる可能性がある旨を予め記載しておくものとします。 

 

第８条（インターネット接続サービス） 

１ 当社は、本約款に基づき、会員向けにインターネット接続サービスを提供します。

なお、本物件に引き込まれるインターネット専用の回線はベストエフォート型の回

線とします。インターネット回線の混雑状況、回線提供事業者設備又はインターネ

ット設備の状況、他の電波等の影響等の様々な事象によって接続し難くなることが

あることを契約者は承諾するものとします。 

２ 本物件に無線アクセスポイントを設置する場合、無線アクセスポイントの電波、速

度表示は理論値であり、通信速度及び、電波範囲を保証するものではありません。 

３ 契約者は、本サービスを本物件の入居者への付加価値サービスとして利用するもの

とします。なお、契約者が自己のために使用することは妨げません。 

 

第９条（ヘルプデスクサービス） 

１ 当社は、本約款に基づき、会員向けにヘルプデスクサービスを提供します。 

２ 会員が一般的なパソコン、ソフト等を使用して当社が提供する本サービスを利用す

るにあたり、原則として以下の各号に定める内容を、電話対応にて行います。 

 (１)インターネット接続に関わる一般的なブラウザの設定・利用方法等 

 (２)一般的なＯＳソフトのインターネットに関わる設定・利用方法等 

 (３)本物件内に設置されている設備機器の障害に関する対応等 

 (４)本物件に引込まれているインターネット専用の回線障害に関する受付対応等 

３ ヘルプデスクサービスの窓口は、全日の２４時間とします。 

 

第１０条（保守サービス） 

１ 当社は、本物件に提供される本サービスを常に支障なく稼動できるよう次の各号に

定める内容の保守サービスを提供します。 

 (１)保守受付サービス 

  (２)オンサイト障害修復サービス 

２ 第１項に定める保守サービスの対象となるインターネット設備は設備機器のみと
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し、インターネット専用の回線部分、各住戸又は共用部において契約者及び本物件

の入居者並びに第三者が独自に用意した機器回線等はこれに含まれません。 

３ 設備機器稼働に必要な契約者の電気設備が停電等により復旧作業が必要な場合、原

則として電気設備の復旧作業は行いませんが、契約者からの依頼により電気設備の

復旧作業を行った場合は契約者の費用負担とします。 

 

第１１条（保守受付サービス） 

  当社は、本約款に基づき、障害申告等をヘルプデスクサービスの窓口で受付します。 

 

第１２条（オンサイト障害修復サービス） 

１ 設備機器に障害が発生した時は、当社は契約者又は会員からの連絡により本物件の

設備機器設置場所にて、必要な障害修復作業を実施します。なお、原則として１５

時までに申告のあったものに関しては翌日中に障害修復作業を行うよう努めます

が、人員手配・天候・機材調達等の理由により、現地対応及び復旧に時間を要する

場合があることを予め契約者は了承するものとします。 

２ 設備機器の障害その他の事由により障害修復作業を実施する場合、その機器費用及

び作業費用の負担については当社が契約者に対して通知する「設備機器及び資産・

保守区分」に定めるとおりとします。 

３ 前項の規定にかかわらず、次の各号に定めるとおりとします。 

（１）契約者が指定する設備機器を使用するときは、機器費用及び作業費用は契

約者の負担とします。 

（２）契約者又は本物件の入居者もしくは契約者の業務受託者の故意又は過失に

より、設備機器の修理又は交換の必要が生じた場合、設備機器の修理又は

交換にかかる費用は契約者が負担します。 

４ 当社は、オンサイト障害修復サービスにおける設備機器又は部品の交換については、

同等品により行うことができるものとします。 

 

第１３条（本サービスの停止） 

１ 当社は、会員が会員規約に違反したときや、本サービスを利用し、誹謗中傷又は公

序良俗に反する行為や商用目的の営業行為等、当社が不適当と判断する行為を行っ

た場合、その会員向けの本サービスを直ちに停止できるものとします。 

２ 当社は、会員が他の会員への本サービス提供を妨げるような行為を行ったとき、そ

の会員向けの本サービスを直ちに停止することができます。なお、本サービス停止

は当該会員の故意の有無にかかわらず実施できるものとします。 

３ 本条によりサービスの停止を受けた会員があっても、サービス料は変更しないもの
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とします。 

４ 第１項及び第２項の事由によりサービス停止となった会員については、当該会員が

自己の責任をもってその要因を排除、解決することとし、当社所定の申請書提出を

もって当社がこれを確認した後、本サービスを再度受けられるものとします。 

 

第１４条（再委託） 

当社は、自己の責任と費用負担において、本サービスの一部又は全部を再委託者に

委託することがあります。 

 

第１５条（料金） 

１ 本約款及びｉのぞみネット契約に基づき、契約者又は契約者が指定する第三者が、

当社又は当社の指定する第三者に支払うサービス料は、住戸内工事の完了有無及び

入居者の利用の有無にかかわらずｉのぞみネット契約で定めた金額のとおりとし

ます。なお、税法その他の法令の改正により消費税等の税率が変動した場合には、

サービス料に変動後の税率により計算した消費税等を加算し、算出するものとしま

す。 

２ サービス料の支払いについては、当月末締め翌月末日までの支払い（当社が指定す

る収納代行事業者による支払いの場合は当該事業者の支払いサイトに基づく支払

いとなる。）とし、支払方法については当社の指定する金融機関の指定口座に現金

振込みによる対応又は契約者の銀行口座からの口座振替による対応のうち、当社の

指定する方法により支払うものとします。なお、支払期日が金融機関の休業日にあ

たる場合には、翌営業日に支払うものとします。また、支払いにかかる金融機関の

手数料は、契約者の負担とします。 

３ 当社は、契約者が支払期日までにサービス料の支払いを行わないときは、支払期日

の翌日から支払の前日までの日数に応じて、遅延金額に対し年１４．６％の割合で

計算した金額を請求金額に加えて、遅延損害金として契約者に請求できるものとし

ます。 

４ 当社は、契約者がサービス料の支払いを行わず、当社が督促を行ってもなお支払い

がなされない場合には、サービス料の支払期日から相当期間経過後に、本サービス

の停止及びｉのぞみネット契約の解約を行うことができるものとします。 

５ ｉのぞみネット契約に定める一部負担金及び別途契約者当社間で定める工事費等

の支払いがある場合は、本条第 1 項から第 4 項までの定めを適用します。なお、一

部負担金の支払いについては、サービス開始日の翌月末までの支払いとします（当

社が指定する収納代行事業者による支払いの場合は当該事業者の支払いサイトに

基づく支払いとなる。）。工事費等の支払いについては、当社の請求書記載の定めの



7 

とおりとします。 

６ 利用日数が１か月に満たない場合のサービス料については、当月の総日数を基準に

日割りにより計算するものとします。なお、日割りにより端数が生じた場合は小数

点以下を切り捨てるものとします。ただし、第２１条及び契約者の責に帰すべき事

由によりｉのぞみネット契約が終了し、利用日数が１か月に満たない場合には、そ

の終了日が属する月に関して日割りによる計算は適用せずに、契約者は当社に対し

１か月分のサービス料を支払うものとします。 

７ 当社の責に帰すべき事由により、本物件の会員全てがインターネット接続サービス

を全く利用できない状態が２４時間以上継続した場合、契約者の申出により、当該

状態の発生を当社が認知しうる状態になった時点から２４時間を経過する毎に１

日として日数を計算し、当月のサービス料は日割りにより減額するものとします。

なお、日割りにより端数が生じたときは小数点以下を切り捨てるものとします。 

８ ｉのぞみネット契約締結後、経済情勢、諸物価の変動が生じた場合、当社の申出に

より契約者当社協議しサービス料を変更することができるものとします。 

 

第１６条（契約者の協力） 

１ 契約者は、当社が本サービスを支障なく提供するために、設備機器の点検及び調整

を当社及び当社の再委託者以外に行わせないものとします。 

２ 契約者は、当社が保守サービスを遂行するにあたり、必要となる電力を無償で提供

するものとします。 

３ 契約者は、当社が設備機器保守のために本物件に入館することを承諾していただき

ます。入館する際は原則として契約者又は本物件の管理者の許可を得るものとしま

すが、契約者又は本物件の管理者に連絡が取れず、かつ緊急やむを得ないときは、

契約者又は本物件の管理者の承諾無く本物件に立ち入ることができるものとしま

す。なお、契約者は入館するための開錠手配等に協力するものとします。 

４ 契約者は、当社及び当社の再委託者が、本物件の入居者に対する本サービスに関連

する各種案内のために本物件へ立ち入り、各種案内書類を配付することがあること

を予め承諾していただきます。 

５ 契約者は、本物件での障害発生、広域な回線障害による接続障害、メンテナンス等

を当社から通知された場合、会員に対しその状況を通知するものとします。 

６ 本サービス提供に係る工事等の実施のため、当社が入居者との日程調整等を行う必

要がある場合には、契約者はｉのぞみネット契約の遂行のために必要最小限度の範

囲で入居者情報を当社に開示するものとします。本物件に関して管理会社等が当該

入居者情報を管理している場合には、契約者は管理会社等に対して、協力を要請す

るものとします。 
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７ 契約者は、本物件を賃貸に供する場合、賃貸借契約上、本サービスの提供開始時期

の遅延及び中断の可能性を賃借人に告知するものとし、当該告知事項に関し、賃借

人との間で適宜の損害賠償額を予定するものとします。なお、契約者と賃借人との

間で予定された損害賠償額が本約款に定める損害賠償額を超過する場合であって

も、当社は、契約者に対し、第１５条第７項で定める範囲を超えて損害賠償責任を

負担しないものとします。 

 

第１７条（秘密保持） 

  契約者は、本サービスの提供に関連して知り得た当社の技術上、販売上その他業務

上の情報（以下「秘密情報」といいます。）を、ｉのぞみネット契約の有効期間中

及びｉのぞみネット契約の終了後であっても、当社の事前の書面による承諾を得る

ことなく、本約款及びｉのぞみネット契約の履行以外の目的に使用してはならず、

第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号のいずれか

に該当する情報については、この限りではありません。 

（１）開示を受けたとき（又は情報を入手したとき。以下同様。）、既に所有して

いた情報 

（２）開示を受けたとき公知の情報、又は開示を受けた後、その責によらず公知

となった情報 

（３）正当な開示権限を有する第三者から要請があった場合の、その要請の対象

となる情報 

（４）開示された秘密情報を使用することなく、独自の開発等を通じて自ら知得

した情報 

 

第１８条（個人情報の保護） 

１ 当社は、個人情報の保護に関する法律（２００３年５月３０日法律第５７号、以下

「個人情報保護法」といいます。）を遵守し、本約款及びｉのぞみネット契約に基

づき取得した個人情報（個人情報保護法において定義されたものをいい、以下単に

「個人情報」といいます。）を適正に取り扱うものとし、第三者に開示又は漏洩し

ないものとします。 

２ 当社は、個人情報を適切かつ厳重に保管管理し、個人情報の紛失、漏洩、改ざん、

破壊等を防止するために必要かつ適切な安全措置を講じるものとします。 

３ 当社は、契約者から提供を受けた個人情報の返却又は消去を相手方が求めた場合は、

合理的な理由がない限り、その指示に応じるものとします。 

４ 当社は、個人情報の漏洩等の事故を知った場合又はその恐れが生じた場合は、速や

かに契約者に報告すると共に必要な対応策を協議するものとします。 
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５ 当社は、個人情報に関し、前各項に定めなき事項については、個人情報保護法ほか

各種法令に基づいて取り扱うものとします。 

 

第１９条（免責事項） 

１ 当社及びインターネット専用の回線提供業者が予定するメンテナンス工事、サーバ

ー点検、その他事由、又は天災地変あるいは不測の事故等の当社の責めに帰するこ

とができない事由により本物件の全ての会員について本サービスが一時的に中断

された場合は、当社は一切の責任を負わず、契約者は第１５条のサービス料の支払

いを免れないものとします。 

２ インターネット接続サービスを中断する場合、原則として事前に契約者又は管理者

に連絡するものとしますが、天災地変あるいは不測の事故等緊急やむを得ない場合

はこの限りではないものとします。 

３ 当社は、会員がインターネットを利用して行う如何なる行為についても一切の責任

を負わないものとします。 

４ 本サービスの中断について、第２１条に定める場合を除き、契約者の当社に対する

損害賠償請求は、債務不履行、不法行為、不当利得その他請求原因の如何にかかわ

らず、第１５条第７項に定める額を限度とし、当社は、これを超える損害賠償責任

を一切負わないものとします。 

 

第２０条（有効期間） 

１ ｉのぞみネット契約の有効期間は、ｉのぞみネット契約に定める期間とします。 

２ ｉのぞみネット契約は、契約満了日の３か月前までに書面により契約者又は当社の

いずれからも何ら申し出がないときは、有効期間が更に１年間延長されるものとし、

以後も同様とします。 

 

第２１条（契約の解約） 

１ 契約者及び当社は、本サービス提供開始日以降、相手方に対して３か月前までに書

面による意思表示をすることにより、ｉのぞみネット契約を契約者と当社双方協議

のうえで、解約することができます。 

２ 前項の定めにかかわらず、契約者は、本サービス提供開始日からｉのぞみネット契

約において定める有効期間満了日までは、ｉのぞみネット契約を中途解約すること

はできません。ただし、ｉのぞみネット契約を解約する日から有効期間満了日まで

のサービス料相当額を中途解約に伴う解約金として一括して当社に支払うことに

より、ｉのぞみネット契約を解約することができます。 

３ ｉのぞみネット契約は、本物件を対象とした契約であり、入居者及び住戸毎の個別
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解約はできません。 

４ 契約者又は当社が本約款又はｉのぞみネット契約の定めに違反した場合、各自相手

方は書面により相当の期間を定めて是正の催告を行った後、なお是正されない場合

は直ちにｉのぞみネット契約を解約できるものとします。 

５ 契約者及び当社は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、

何らの通知催告をすることなくｉのぞみネット契約を解約することができるもの

とします。 

（１）差押え、仮差押え、仮処分、公租公課滞納処分、その他公権力の処分を受け

たとき 

（２）会社更生手続及び民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられた

とき、又は自ら会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産の申立てを

したとき、もしくは、第三者からこれらの申立てがなされたとき 

（３）自ら振り出し、もしくは引き受けた手形又は小切手につき、不渡処分を受け

又は支払停止状態に至ったとき 

６ 第６条第７項の事由により本サービスの継続提供が不可となった場合、当社はｉの

ぞみネット契約を直ちに解約できるものとします。 

７ ｉのぞみネット契約が以下の各号により解約される場合でかつｉのぞみネット契

約において定める有効期間内の場合、契約者はｉのぞみネット契約において定める

有効期間満了日までのサービス料を一括して、当社の請求後、直ちに支払うものと

します。 

（１）契約者が本約款又はｉのぞみネット契約に違反したことによる本条第４項に

基づくｉのぞみネット契約の解約 

（２）契約者が本条第５項に該当したことによるｉのぞみネット契約の解約 

（３）本条第６項によるｉのぞみネット契約の解約 

（４）契約者が第２２条第３項に定める場合に該当したことによるｉのぞみネット

の解約 

 

第２２条 （反社会的勢力の排除） 

１ 契約者及び当社は、相手方に対し、次の各号のいずれかにも該当せず、かつ将来に

わたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。 

（１）自ら又は自らの役員もしくは自らの経営に実質的に関与している者が、暴

力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力

団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知

能暴力集団等その他反社会的勢力（以下、総称して「反社会的勢力」とい

う。）であること。 
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（２）反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。 

（３）反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有するこ

と。 

（４）自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有

すること。 

（５）反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与を

していると認められる関係を有すること。 

（６）自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と

社会的に非難されるべき関係を有すること。 

２ 契約者及び当社は、相手方に対し、自ら次の各号のいずれかに該当する行為を行わ

ず、又は第三者を利用してかかる行為を行わせないことを表明し、保証するものと

します。 

（１）暴力的又は脅迫的な言動を用いる不当な要求行為。 

（２）相手方の名誉や信用等を毀損する行為。 

（３）偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害する行為。 

（４）その他これらに準ずる行為。 

３ 契約者又は当社は、相手方が前二項のいずれかに違反し、又は虚偽の申告をしたこ

とが判明した場合、契約解約の意思を書面で通知の上、直ちにｉのぞみネットを解

約することができます。この場合において、前二項のいずれかに違反し、又は虚偽

の申告をした相手方は、解約権を行使した他方当事者に対し、当該解約に基づく損

害賠償を請求することはできません。 

４ 前項に定める解約は、解約権を行使した当事者による他方当事者に対する損害賠償

の請求を妨げません。 

 

第２３条（当事者の変更） 

１ 本物件の売却、相続等の事由により、契約者の契約上の地位が第三者に変更される

場合には、契約者は速やかに当社へ通知のうえ、当社所定の契約名義変更の手続き

を行うものとします。 

２ 契約者が本物件の管理会社等の場合において、管理会社等の変更が生じたときは、

本サービスを継続して提供できるように変更後の管理会社等又は本物件の所有者

等との間で本サービス契約と同等の契約を締結できるよう努めるものとします。な

お、同等の契約を締結できた場合には、第２１条第 2 項ただし書きの規定は適用し

ないものとします。 
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第２４条（契約内容の変更） 

  契約者及び当社は、ｉのぞみネット契約の内容を協議の上、書面をもって一部変更

することができるものとします。 

 

第２５条（協議） 

  本約款又はｉのぞみネット契約に定めのない事項及び本約款又はｉのぞみネット

契約に関連して生じた疑義については、各当事者は誠意をもって協議し、その解決

にあたるものとします。 

 

第２６条（準拠法） 

  本約款及びｉのぞみネット契約は、日本法に準拠するものとします。 

 

第２７条（合意管轄） 

  本約款及びｉのぞみネット契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を

第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 
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【別紙】料金表 

本サービスに係る利用料金は以下のとおりとします。ただし、ｉのぞみネット契約に基

づく別段の合意がある場合には、その内容が適用されます。 

 契約種別 単位 利用料金（税込） 

1 ｉのぞみネット契約 １住戸あたり月額 ６,４３５円 

※１住戸あたり月額とは、本物件における月額サービス料を総戸数で除した額をいいま
す。 
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【附則】 

１ 本約款は、2024 年 10 月 1 日から有効とします。 

２ 本約款は、2025 年 4 月 1 日改定、同日施行とします。 

３ 本約款は、2025 年 10 月 20 日改定、同日施行とします。 


